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【手続補正書】
【提出日】平成23年3月8日(2011.3.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　壊死性全腸炎に罹りやすい乳児に投与することによって乳児における壊死性全腸炎の発
生を減少させるための製剤の製造における少なくとも１つのリン脂質形態のｎ－６多不飽
和脂肪酸の使用。
【請求項２】
　前記少なくとも１つのリン脂質形態のｎ－６多不飽和脂肪酸がアラキドン酸を含んでい
る、請求項１に記載の使用。
【請求項３】
　前記投与が経腸で実施される、請求項２に記載の使用。
【請求項４】
　前記投与が非経腸で実施される、請求項２に記載の使用。
【請求項５】
　前記少なくとも１つのリン脂質形態のｎ－６多不飽和脂肪酸が、少なくとも１つのｎ－
３多不飽和脂肪酸と組合わされて投与される、請求項１に記載の使用。
【請求項６】
　前記ｎ－３多不飽和脂肪酸がドコサヘキサエン酸を含んでいる、請求項５に記載の使用
。
【請求項７】
　前記リン脂質形態のｎ－６多不飽和脂肪酸がアラキドン酸を含んでおり、前記ｎ－３多
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不飽和脂肪酸がドコサヘキサエン酸を含んでいる、請求項５に記載の使用。
【請求項８】
　前記投与が、１日につき１ｋｇあたりアラキドン酸１．０から６０ｍｇ、及び１日につ
き１ｋｇあたりドコサヘキサエン酸０．２５から３５ｍｇを前記乳児に供給するのに十分
な量の、アラキドン酸とドコサヘキサエン酸とを含む経腸組成物を供給することにより実
施される、請求項７に記載の使用。
【請求項９】
　ドコサヘキサエン酸に対するアラキドン酸の重量比が、２から４の範囲である、請求項
８に記載の使用。
【請求項１０】
　前記リン脂質形態のｎ－６多不飽和脂肪酸及び前記ｎ－３多不飽和脂肪酸が、卵レシチ
ン、真菌油、藻油、及び海洋油から成る群から選ばれる１つ又はそれ以上の源から独立し
て選ばれる長鎖脂肪酸である、請求項５に記載の使用。
【請求項１１】
　前記ｎ－３多不飽和脂肪酸が、リン脂質形態である、請求項５に記載の使用。
【請求項１２】
　前記非経腸溶液が、１リットルあたり少なくとも２０ｍｇのアラキドン酸と、１リット
ルあたり少なくとも１０ｍｇのドコサヘキサエン酸とを含む、請求項４に記載の使用。
【請求項１３】
　前記溶液が、１リットルあたり２０から２００ｍｇのアラキドン酸と、１０から５０ｍ
ｇのドコサヘキサエン酸とを含む、請求項１２に記載の使用。
【請求項１４】
　１日につき１ｋｇあたり少なくとも２．０ｍｇのｎ－６多不飽和脂肪酸を供給するのに
、十分な量の、タンパク質、炭水化物及びリン脂質を含む経腸栄養組成物を前記乳児に与
えることにより実施される、請求項１に記載の使用。
【請求項１５】
　前記栄養供給がさらに、１日につき１ｋｇあたり少なくとも０．５ｍｇのｎ－３多不飽
和脂肪酸をも供給する、請求項１４に記載の使用。
【請求項１６】
　前記栄養供給が、１日につき１ｋｇあたり少なくとも２．０ｍｇのアラキドン酸と少な
くとも０．５ｍｇのドコサヘキサエン酸とを供給する、請求項１５に記載の使用。
【請求項１７】
　前記経腸組成物が卵リン脂質を含んでいる、請求項１６に記載の使用。
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